
第２号被保険者調査 

 

新宿区高齢者の保健と福祉に関する調査 

《アンケート調査ご協力についてのお願い》（案） 

皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
新宿区では、高齢者が住み慣れた地域の中でその人らしく安心して心豊かに暮らし続

けることができるよう「高齢者保健福祉計画」及び「介護保険事業計画」を策定し、区
のめざすべき基本的な目標や施策の方向性を明らかにしています。 
来年度、これらの計画の見直しを行うにあたり、その検討の基礎資料とするため、調

査を実施します。 
この調査は、新宿区内にお住まいの４０～６４歳(介護保険の第２号被保険者)で、介

護保険の要支援・要介護認定を受けていない方を対象に、日頃の生活や保健福祉サービ
スについての考えをお伺いするものです。調査の実施にあたり、１,５００人の方を無
作為に選ばせていただきました。 
調査票にはお名前を書いていただく必要はありません。また、お答えいただいた回答

の内容はすべて統計的に処理し、個々の回答やプライバシーに関わる内容が公表される
ことは一切ありません。 
お忙しいなか恐縮ですが、何とぞこの調査の趣旨をご理解いただき、ご協力ください

ますようお願いいたします。 
なお、誠に勝手ながら、１２月６日(金)までに、同封の返信用封筒にてご投函くださ

いますようお願いいたします(切手を貼る必要はありません)。 
 
2013年(平成25年)11月 
 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆下の枠の中から調査票を記入した人に○をつけてください。 
 この調査は宛名のご本人にお願いしていますが、ご本人が回答できない場合、代理記
入でも結構です。その場合は、ご家族等がご本人の意思を尊重して回答してください。 

１．ご本人 ２．ご家族 ３．その他（                ） 

 
◆ご本人が何らかの事情によりご不在の場合 
 この調査は、11 月１日現在の情報でお送りしています。ご本人が何らかの事情によ
りご不在で、ご家族等が代わりに記入することが難しい場合には、下の枠のいずれかに
○をつけ、同封の封筒で調査票を返送してください。 

 

１．医療機関に入院中 
５．その他（ 

２．福祉施設に入所中 
 

３．転居 
 

４．死亡 
） 

 
◆ご記入にあたっては、以下の点にご注意ください。 
・この調査は、平成 25年 11月１日現在の状況でお答えください。 
・回答は、あてはまる番号に○をつけてください。 
・○の数はそれぞれの質問の指示に従ってください。 
・質問の回答が「その他」に該当する場合は（  ）内に具体的に記入してください。 
・調査内容についてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 

《アンケート調査ご記入にあたってのお願い》 

問い合わせ先  新宿区福祉部高齢者福祉課 担当：永見(ながみ)・小峰 

〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目４番１号  電話 ０３－５２７３－４５９１(直) 
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【あなた（宛名のご本人）のことをおたずねします】 

問１ あなたの性別をお選びください。（１つに○） 

１．男性 ２．女性 

 

問２ あなたの年齢をご記入ください。 

※平成25年11月1日現在の年齢でお答えください。 

満（       ）歳  ※数字を記入してください 

 

問３ あなたのお住まいは、どの特別出張所管内ですか。（１つに○） 

※地域は封筒の宛名ラベルの右下に記載されています。 

１．四谷 

２．簞笥町 

３．榎町 

４. 若松町 

５．大久保 

６．戸塚 

７．落合第一 

８．落合第二 

９．柏木 

10．角筈 

 

 

 

問４ あなたの世帯の構成をお選びください。（１つに○） 

※いわゆる二世帯住宅や同じ敷地内で別の棟に住んでいる場合は、同一世帯としてください。 

１．一人暮らし ２．夫婦のみ ３．その他 

 

問５ あなたは、収入のある仕事をしていますか。（１つに○） 

１．している ２．していない →問６へ 

 

問5-1 ≪問５で「１」と回答した方のみお答えください≫ 

何歳まで仕事をしたい（続けたい）ですか。（１つに○） 

１．60歳まで 

２．65歳くらいまで  

３．70歳くらいまで 

４．元気な間はずっと働きたい 

５．今すぐにでも辞めたい 

６．わからない 

 

（全員におたずねします。） 

問６ あなたは、あなたの現在の暮らし向きをどのように感じていますか。（１つに○） 

１．ゆとりがある ２．ややゆとりがある ３．やや苦しい ４．苦しい 
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問７ 昨年１年間の、あなたとご家族の年間収入（税込）総額はどれくらいですか。 

（１つに○） 

１． 50万円未満 

２． 50万円以上100万円未満 

３．100万円以上150万円未満 

４．150万円以上200万円未満 

５．200万円以上300万円未満 

６．300万円以上500万円未満 

７． 500万円以上700万円未満 

８． 700万円以上1,000万円未満 

９．1,000万円以上1,500万円未満 

10．1,500万円以上 

11．わからない 

 

 

問８ あなたは、ご家族等の高齢者の介護をしたことがありますか。（１つに○） 

１．現在介護している 

２．現在はしていないが、過去に介護したことがある 

３．介護をしたことはない →問９へ 

 

問8-1 ≪問８で「１」または「２」と回答した方のみお答えください≫ 

介護休業制度をとったことはありますか。（１つに○） 

１．とったことがある ２．とったことはない ３．わからない 

 
 

【お住まいについておたずねします】 

（全員におたずねします。） 

問９ あなたは、現在のお住まいに何年住んでいますか。（１つに○） 

１．１年未満 

２．１年以上３年未満 

３．３年以上５年未満 

４．５年以上10年未満 

５．10年以上20年未満 

６．20年以上30年未満 

７．30年以上 

 

 

問10 あなたの現在のお住まいは、次のうちどれですか。（１つに○） 

一戸建て 集合住宅 

１．持ち家の一戸建て 

２．賃貸の一戸建て 

３．社宅・公務員官舎の一戸建て 

４．その他（          ） 

５．分譲マンション・アパート 

６．賃貸マンション・アパート 

７．賃貸のＵＲ都市機構（旧公団）・ 

  公社のマンション・アパート 

８．賃貸の都営・区営住宅 

９．社宅・公務員官舎 

10．その他（           ） 
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【健康状態などについておたずねします】 

問11 あなたは、健康だと思いますか。（１つに○） 

１．とても健康 ２．まあまあ健康 ３．あまり健康でない ４．健康でない 

 

問12 あなたは、現在治療中の病気がありますか。（１つに○） 

１．ある ２．ない →問13へ 

 

問12-1 ≪問12で「１」と回答した方のみお答えください≫ 

治療中の病気は、次のうちどれですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．高血圧症 

２．脂質異常症（高脂血症） 

３．糖尿病 

４．がん(悪性新生物) 

５．脳血管疾患(脳出血、脳梗塞、くも膜下

出血等) 

６．心臓病 

７．腎臓病 

８．骨折・骨粗しょう症 

９．関節の病気(リウマチ・変形性膝関節症等) 

10．難病(パーキンソン病等) 

11．認知症 

12．うつ病 

13．うつ病以外の精神科疾患 

14．その他 

 （               ） 

 

問12-2 ≪問12で「１」と回答した方のみお答えください≫ 

受診している医療機関は、次のうちどれですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．診療所・クリニック（通院） 

２．診療所・クリニック（往診） 

３．国公立病院、大学病院 

４．その他の病院 

 

（全員におたずねします。） 

問13 あなたには、継続的に診療を受けていたり、体調が悪いときなどに気軽に相談で

きる診療所の「かかりつけ医」がいますか。（１つに○） 

１．いる ２．いない 
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問14 歯科についておたずねします。アからエまですべての質問にお答えください。 

（それぞれ１つに○） 

ア あなたは、1年以内に歯科を受診しましたか。 １．はい ２．いいえ 

イ あなたは、治療や予防のために気軽に受診できる「か

かりつけ歯科医」がいますか。 
１．いる ２．いない 

ウ あなたは、硬いものが食べにくいですか。 １．はい ２．いいえ 

エ あなたは、要介護高齢者等を往診してくれる歯科医院

があることをご存知ですか。 
１．はい ２．いいえ 

 

 

【日ごろの生活についておたずねします】 

問15 あなたは、近所の方とどのようなお付き合いをしていますか。（１つに○） 

１．お互いの家を行き来したり、一緒に出かけたりするなどのお付き合い 

２．日常的に立ち話をする程度のお付き合い 

３．あいさつをする程度の最小限のお付き合い 

４．お付き合いはしていない 

 

問16 あなたは、日々の暮らしの中で、地域のつながり（住民同士の助け合い・支え合

いなど）は必要だと思いますか。（１つに○） 

１．必要だと思う 

２．どちらかといえば必要だと思う 

３．どちらかといえば必要ないと思う 

４．必要ないと思う 

 

 
 

【いきがいづくりや社会参加についておたずねします】 

問17 あなたにとって、いきがいを感じるのは、どのようなことですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．職業・仕事 

２．町会・自治会・子ども会などの地域活動 

３．ボランティア活動等 

４．趣味・スポーツ･習い事 

５．友人・仲間とすごすこと 

６．家族との団らん 

７．孫や子どもの成長 

８．親の世話や介護 

９．その他（         ） 

10．特にない  
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問18 あなたは、現在、地域活動（町会、自治会、子ども会など、以下同様）やボラン

ティア活動等をしていますか。（１つに○) 

１．現在、継続的にしている 

２．時々している 

３．以前したことがあるが、現在はほとんどしていない 

４．したことはない 

 

問19 あなたが興味のある地域活動やボランティア活動等（実際に取り組んでいるもの

も含む）は、次のうちどれですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．子どもの育成に関する活動 

２．一人暮らしや介護が必要な高齢者を支援する活動 

３．障害や病気の人を支援する活動 

４．交通安全や犯罪防止、災害時の救援・支援など地域の安全を守る活動 

５．地域の伝統や文化を伝える活動 

６．地域の環境美化に関する活動 

７．近隣の外国人との交流やホームステイの受け入れなど、国際交流・協力に関する活動 

８．その他 （                           ） 

９．特に興味のある活動はない 

 

問20 あなたは、今後、地域活動やボランティア活動等をしてみたいですか。 

（１つに○） 

１．してみたい 

２．どちらかといえばしてみたい 

３．どちらかといえばしたくない 

４．したくない 

 

問21 あなたは、どのような形であれば、地域活動やボランティア活動等に参加しやす

いと思いますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．身近な場所で行われている 

２．一緒に活動する仲間がいる 

３．自分の資格や趣味等が活かせる 

４．活動団体から呼びかけがある 

５．金銭的な負担が小さい 

６．１回限りなど、日程の調整がしやすい 

７．気軽に参加できる 

８．その他（            ） 

９．わからない 
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【若年性認知症についておたずねします】 

※若年性認知症 
65歳未満で発症する認知症を指します。 
高齢期に発症する認知症も65歳未満で発症する認知症も病理的な違いはありません。 
（原因になる疾患） 
アルツハイマー病、脳血管疾患、頭部外傷後遺症、前頭側頭葉変性症等 
（症 状） 
意欲低下や抑うつ状態、性格変化、行動様式の変化等 
年齢的に若いことから、うつ病やストレスなどといった他の病気と誤解されてしまい、なかなか
診断がつかない場合も少なくありません。また、働き盛りに発症するため、治療や介護の期間が
長期に渡り、本人や家族の経済面や心理面等においての負担は大きいといえます。 
（医 療） 
若年性認知症の診断・治療を行うには、神経内科や精神科医、もの忘れ外来など、専門医療機関
を受診することが必要です。 

 

問22 あなたは「若年性認知症」という病気をご存じですか。（１つに○） 

１．知っている ２．言葉は聞いたことがある→問23へ ３．知らない→問23へ 

 

問22-1 ≪問22で「１」と回答した方のみお答えください≫ 

「若年性認知症」を何でお知りになりましたか。（あてはまるものすべてに○） 

１．テレビや新聞、雑誌などを通じて知った 

２．家族、知人・友人などを通じて知った 
３．区の広報などを通じて知った 

４．病院・診療所や薬局のチラシ、ポスター等を通じて知った 
５．身近な家族、親戚などが発症したことで知った 

６．その他（                              ） 

 

（全員におたずねします。） 

問23 あなたが、物忘れや理解・判断力の低下、そのことによる仕事上のトラブルなど

気になる症状があった時、どこに相談しようと思いますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．診療所のかかりつけ医 
２．病院の内科、神経内科、精神科など 

３．もの忘れ外来など認知症の専門外来がある病院 
４．精神科・神経科専門の病院・診療所 

５．認知症疾患医療センター（※） 
６．保健所・保健センター 

７．高齢者総合相談センター 
８．その他（                              ） 

９．わからない 

 
※認知症疾患医療センター 
 認知症に関する専門医療相談等を実施するとともに、地域の保健医療・介護関係者等との連携推
進を行い、認知症の人が地域で安心して生活できるよう支援を行っています。 
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問24 あなたは、若年性認知症の支援には何が必要だと思いますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．若年性認知症という病気や早期発見・早期対忚の重要性を正しく理解するため

の普及啓発 

２．若年性認知症を診てくれる専門医療機関情報 

３．身近な場所で気軽に相談できる相談窓口 

４．家族や介護者同士が気軽に情報交換などができる場 

５．就労支援 

６．日中活動できる場 

７．その他 （                             ） 

８．わからない 

 

 

【権利擁護についておたずねします】 

問25 あなたは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない人の

権利を守る、「成年後見制度（※）」をご存じですか。（１つに○） 

１．知っている ２．名称は聞いたことがある ３．知らない 

 

※成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない人の権利を守る制度です。具体

的には、成年後見人などがこうした人の意思を尊重し、その人らしい生活を守るため、法律面や生

活面で支援するしくみです。 

具体的には次のような支援があります 

 ・介護保険サービスや医療を受ける際の手続きの支援 

 ・預貯金の引き出しなど日常生活における金銭管理等の支援 

 ・財産管理の支援 
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問26 あなたは、判断能力が十分でなくなってきた場合に、「成年後見制度」を利用し

たいですか。（１つに○） 

１．利用したい→問27へ ２．利用したくない ３．わからない→問27へ 

 

問26-1 ≪問26で「２」と回答した方のみお答えください》 

利用したくない理由は、次のうちどれですか。(あてはまるものすべてに○)  

１．利用することによる利益・不利益がわからないから 

２．手続きや利用の方法がわからないから 

３．手続きが面倒だから 

４．後見人に守ってもらうほどの財産はないから 

５．知らない人に後見人になってほしくないから 

６．家族がいるから 

７．その他（                              ） 

 

（全員におたずねします。） 

 区では、成年後見制度の身近な相談窓口として新宿区社会福祉協議会の中に「新宿区

成年後見センター（※）」を設置しています。 

 

問27 あなたは、「新宿区成年後見センター」をご存じですか。（１つに○） 

１．名称も、何をする機関かも知っている 

２．名称は聞いたことがある 

３．知らない 

 
 

※成年後見センター 

専門家の協力のもと、成年後見制度の説明や申し立て手続きのお手伝い、後見活動の相談やその

活動の支援を行っています。 
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【介護や医療が必要になった時のことについておたずねします】 

問28 あなたは、介護が必要になった場合、どこで生活を続けたいと思いますか。 

（１つに○） 

１．可能な限り自宅で生活を続けたい 

２．施設（特別養護老人ホームなど）へ入居したい 

３．介護、見守りや食事の提供などがついている高齢者専用の住居（有料老人ホー

ム、ケア付き賃貸住宅など）に入居したい  

４．その他（                              ） 

 

問29 「在宅療養（※)」についておたずねします。長期の療養が必要になった場合、あ

なたは、自宅で療養を続けたいですか。（１つに○） 

１．続けたい ２．続けたくない ３．わからない 

 
※在宅療養 

 在宅で訪問診療などの医療や看護、介護のサービスを受けながら生活することです。 

 

問30 介護や医療が必要になっても、在宅で暮らし続けるために、あなたが特に重要だ

と思うものは何ですか。（あてはまるもの３つに○） 

１．介護してくれる家族等 

２．安心して住み続けられる住まい 

３．往診してくれる医療機関 

４．いつでも訪問して身の回りの世話をしてくれるサービス 

５．必要な時に宿泊できる施設 

６．体の状態を維持改善できるサービス 

７．気軽に立ち寄って話や相談ができる場所 

８．見守りや手助けをしてくれる人 

９．食事や日用品などの宅配サービス 

10．安否状態を誰かに知らせてくれる仕組み 

11．介護者の負担を軽くする仕組み 

12．その他（                              ） 

13．特にない 
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【看取りについておたずねします】 

問31 あなたは、ご自身で判断できなくなったときの医療や介護を、どのようにしたい

ですか。（１つに○） 

１．事前に決めておきたい 

２．その時になったら、家族等介護者に決めてほしい 

３．その時になったら、医師などの医療職に決めてほしい 

４．その時になったら、家族等介護者と医療職が相談して決めてほしい 

５．わからない 

 

問32 あなたは、ご自身の最期をどこで迎えたいと思いますか。（１つに○） 

１．自宅 

２．特別養護老人ホームなどの福祉施設 

３．病院などの医療機関 

４．その他（                              ） 

５．わからない 

 

【緩和医療・ケアについておたずねします】 

問33 あなたは、がんの「緩和医療・ケア（※）」について、ご存じですか。 

（１つに○） 

１．知っている ２．名称は聞いたことがある ３．知らない 

 

※緩和医療・ケア 

患者さんの価値観や生き方を十分に尊重した最善の医療やケアのことで、がんの治療に伴う体、

心、生活のつらさなど、さまざまな「つらさ」を抱えた患者さんとその家族を総合的に支える医

療・ケアと言えます。 

 

問34 あなたは、がんで、病状の回復の見込みがない場合、「緩和医療・ケア」を受け

たいですか。（１つに○） 

１．受けたい ２．受けたくない ３．わからない 

 

問35 あなたは、さらに高齢になり、がん以外の病気で、病状の回復の見込みがない場合、

症状の緩和を主とした医療・ケアを受けたいですか。（１つに○） 

１．受けたい ２．受けたくない ３．わからない 
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【介護保険制度についておたずねします】 

介護保険制度は、介護保険サービス総費用に対

する保険料、公費（税）の負担割合が決まってい

ますので、サービス利用が多くなり総費用が増加

すれば、保険料もそれに忚じて上昇する仕組みで

す。 

 

 

 

 

 

問36 介護保険のサービスと保険料について、あなたのお考えに最も近いものは、次の

うちどれですか。（１つに○） 

１．介護保険料が上昇したとしても、必要な介護保険サービスを提供すべきである 

２．介護保険サービスの利用時に支払う自己負担額（現行1割）が増えたとしても、

必要な介護保険サービスを提供すべきである 

３．介護保険料の上昇を抑えるために、介護保険サービスの水準を抑えるべきであ

る 

４．介護保険サービスの利用時に支払う自己負担額（現行1割）を抑えるために、介

護保険サービスの水準を抑えるべきである 

５．現在の介護保険料や介護保険サービスの水準などを維持すべきである 

６．その他（                              ） 

７．わからない 

 

問37 あなたは「介護保険制度」について、どのようなことをご存知ですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．介護保険サービスを受けるには、要介護認定を受ける必要がある 

２．介護が必要な状態により、要支援１･２、要介護１～５の７段階に区分される 

３．要支援と要介護の段階により、利用できるサービスの種類や利用限度額に違い

がある 

４．要介護状態にならないように、介護予防の取り組みがある 

５．サービス提供事業者は自由に選ぶことができる 

６．利用者は、サービスを利用する際に費用の１割を負担する 

７．３年に１度介護保険料の見直しをしている 

８．40歳以上の人が介護保険料を負担する 

９．財源の半分は公費（税金）、残りの半分が保険料で成り立っている 

10．その他（                              ） 

11．知っていることはない 

 

費用負担の割合（給付費）

国の負担金
25.0%

新宿区の負担金
12.5%

東京都の負担金
12.5%

21.0%

29.0%

保険料
50%

公費
50%

65 歳以上の 
方の保険料 

40 歳から 
65 歳未満の方 
の保険料 
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【健康・福祉サービスの情報や相談窓口についておたずねします】 

区では、高齢者を総合的にサポートする身近な相談機関として、区内各地域に「高齢

者総合相談センター」を設置しています。 

問38 あなたは、「高齢者総合相談センター」の名称をご存じですか。（１つに○） 

１．知っている ２．知らない 

 

問39 あなたは、「高齢者総合相談センター」の役割や機能について、どのようなこと

をご存知ですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．高齢者の総合的な相談をおこなっている 

２．認知症に関する生活相談や財産管理の相談をおこなっている 

３．成年後見制度の周知活動をおこなっている 

４．高齢者虐待の早期発見や対忚をしている 

５．悪質な訪問販売･電話勧誘などの被害相談をおこなっている 

６．地域のネットワークを活用し、高齢者の実態把握をおこなっている 

７．その他（                              ） 

８．まったく知らない 

 

問40 あなたは、あなたのお住まいの地域を担当する「高齢者総合相談センター」がど

こにあるかご存じですか。（１つに○） 

１．知っている ２．知らない 

 

 

 

 

 

問41 あなたは日ごろ、健康や福祉サービスに関する情報をどのような手段で入手して

いますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．家族や親戚 

２．友人・知人、近所の人 

３．民生委員・児童委員 

４．区役所、特別出張所 

５．保健所・保健センター 

６．区民健康センター 

７．診療所・病院  

８．ケアマネジャー 

９．高齢者総合相談センター 

10．区の広報紙 

11．インターネット（区のホームページなど） 

12．その他 （                ） 

13．特に入手していない 

 

 

「ご相談くだサイ」は、新宿区の形をヒントにした高齢

者総合相談センターのイメージキャラクターです。 
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問42 あなたの入手している健康や福祉サービスに関する情報量は足りていると思いま

すか。（１つに○） 

１．足りている 

２．おおむね足りている 

３．やや不足している 

４．不足している 

 

問43 あなたに介護が必要になった場合、どのような相談体制を望みますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．保健所・保健センターの相談窓口で相談したい 

２．高齢者総合相談センターの相談窓口で相談したい 

３．自宅を訪問して相談にのってほしい 

４．電話で気軽に相談できるようにしてほしい 

５．電子メールやインターネットを通じて相談したい 

６．その他 （                             ） 

７．特にない 

 

問44 最後に、高齢者の保健と福祉に関する施策や介護保険について、区へのご要望・ 

ご意見がありましたらご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

～ ご協力ありがとうございました ～ 

ご記入が済みましたら同封の返信用封筒（切手不要）で、 

12月6日(金)までにご投函ください。 

ご不明な点がありましたら、お手数ですが、表紙の問い合わせ先にお電話を 

お願いいたします。 

 
 


